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【事業計画段階】 

景観形成基準に適合するようにガイドラ

イン等により基準の内容を確認する。 

事 前 協 議 

（関係書類の提出） 

届出書受付（行為着手の３０日前） 

◎変更がある場合変更届 届出を行わないと 30 万円

以下の罰金となります 

（景観法 103条） 

審  査 

 
大規模行為以外の事業 

大規模行為 

（甲州市開発指導要綱の適用範囲） 

適 合 不適合 

助言・指導 

 
景観形成庁内委員会※注１ 

適 合 不適合 

勧  告 

変更命令 

公 表 罰 則 

50 万円以下の罰

金となります 

（景観法 101条） 

適合確認通知 

着工制限の解除 

（景観法１８条） 

工事の着工 

完了届出書受付・現地確認 

工事完了 

建築確認申請 

注２：景観審議会 

学識経験者、関係機関、団体の代表

者等、公募による者及び、市長が

適当と認める者等で構成し、景観

形成に関する全般を審議する。ま

た、庁内委員会において不適合と

判断された場合の対応を協議す

る。  

 
景観審議会※注２ 

注１：景観形成庁内委員会 

庁内で組織し、大規模行為に該当する場

合、景観形成基準に適合しているか審査

する。 


